
令和　　　年　　　月　　　日

千代田区

生年月日： 明・大・昭・平・令　　　　年　　　　月　　　　日

必要通数

附票に記載する必要がある場合は☑してください

その他の証明 通

□パスポート手続（戸籍謄本を請求してください） □免許・資格等申請
□婚姻届などの戸籍届出 □国民年金の手続 □その他の年金手続
□相続手続き・・・下記に記入ください
今回は（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）が死亡したことによる手続きで、
・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）の亡くなったことがわかるもの ・・・（　　　　　）通
・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）の出生から死亡まで ・・・各（　　　　　）通
・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）の婚姻から死亡まで ・・・各（　　　　　）通
・（　　　　　　　　　　）と（　　　　　　　　　　）の関係がわかるもの ・・・各（　　　　　）通
□その他・・・具体的に記入ください

提
出
先

〒

（　　　　　　　） ※日中連絡できるところ

本人・夫・妻・子・父母・祖父母・孫・代理人・その他（　　　　　　　　　）

□返信用切手 [　　　　　　　　　　　円] □手数料（定額小為替） [　　　　　　　　　　　円]

□返信用封筒（住所・宛名記載のもの） ※下記本人確認書類で確認出来ない住所へは返送できません

□本人確認書類の写し（公的な機関が発行している証明で、請求者の住所の記載があるもの）

□請求者と対象者の関係がわかる戸籍（千代田区の戸籍で関係が不明な場合）

□千代田区の前後の戸籍（除籍・改製原戸籍を請求される場合で、既にお持ちであれば）

※偽りや不正な手段により交付を受けた時は、刑罰（３０万円以下の罰金）に処せられます。
※プライバシーの侵害につながるような不当な請求には応じられません。
※必着日時の指定は、郵便の配達事情によりますので確約できません。
※同封いただいた本人確認書類のコピーは、郵送請求者の本人確認以外に使用しません。
※広域交付請求については、郵送による請求はできません。

必要な住所  ⇒   昭 ・ 平 ・ 令　　　　年頃住んでいた・・・

同封書類

身分証明書
３００円

通

具体的な内容

使
い
み
ち

理
由

請求者

住所

氏名

電話番号

筆頭者との関係

明・大・昭・平・令　　　年　　　月　　　日

明・大・昭・平・令　　　年　　　月　　　日

明・大・昭・平・令　　　年　　　月　　　日

謄本
（全員）

抄本
（個人）

抄本
（個人）

謄本
（全員）

戸籍の附票
３００円

通

□本籍及び筆頭者 　□在外選挙人登録

戸籍
４５０円

通
明・大・昭・平・令　　　年　　　月　　　日

除籍
７５０円

通
明・大・昭・平・令　　　年　　　月　　　日

謄本
（全員）

抄本
（個人）

抄本
（個人）

謄本
（全員）

改製原戸籍
７５０円

通

戸籍証明書等請求書（郵送用）

本籍

筆頭者氏名

必要な証明 いずれかに○
（○が無いときは謄本交付）

必要な方の氏名／生年月日

※戸籍の最初に記載されている方で、亡くなられても変わりません。

例：健康保険証



運転免許証、マイナンバーカード、
健康保険証等の写し
※氏名、現住所の記載のある部分をコピー

切手
必要な項目を
記入してください

発行日から６ヶ月以内のものを
同封して送付してください
郵便局でご購入下さい

　切手

※切手を必ず貼って下さい
郵便番号、現住所、氏名を記入
してください

　　平成20年5月の法改正により
　　現住所に返送することとなりました
　　

◆　配達の日数を含め、投函してから1週間程度かかります
　　　　　お急ぎの時は、速達郵便をご利用ください

◆　請求できる戸籍、附票、身分証明書
①　

②

③ 身分証明書は本人分のみが請求できます

④

①

②

◎　請求及びお問い合わせ　　千代田区役所総合窓口課証明書発行担当
電　　　話　０３－３２６４－２１１１　内線　２５４４～２５４７

メールアドレス　sougoumadoguchi＠city.chiyoda.lg.jp

郵便での請求方法

返送先確認
書類の写し

１０２－８６８８
（千代田区役所の郵便番号）

請求書
　
総
合
窓
口
課

　
　
証
明
書
発
行
担
当
宛
て

千
代
田
区
役
所

定額小為替証書
（表・裏面とも記入不

要）

返信用封筒

◆　その他

手数料、郵送料金が不足の場合は、改めて不足額の送付をお願いします

到着した請求書の内容に不明な点がある場合は電話連絡させて頂きます

請求者本人が記載されている戸籍（除籍になっている場合も含みます）、附票

請求者からみて配偶者、子、孫、父母、祖父母が記載されている戸籍、附票
※ただし、請求者本人との続柄が千代田区の戸籍で確認できない場合は、そ
の続柄を確認できる戸籍謄本等を同封してください

上記①～③で第三者に請求を依頼する場合は、委任者本人が署名した「委任
状」が必要です

◆　附票請求の注意点
戸籍附票をご請求の場合は「証明したい住所欄」に必要な期間及び住所を記入し
て請求してください　例：昭和６０年から現在までの住所で○○県○○市から現在
の住所
令和４年１月11日から戸籍附票の記載事項に「生年月日・性別」が追加されました
また、原則として「本籍・筆頭者氏名」の記載が省略されます

（
現
）
住
所請

求
者
名


